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告    示 

 
那覇市告示第１３０号  

平成１８年３月３日  

掲    示    済  

 

那覇広域都市計画第一種市街地再開発事業の決定について 
那覇広域都市計画道路の変更について 
那覇広域都市計画用途地域の変更について 
那覇広域都市計画防火地域の変更について 
那覇広域都市計画高度利用地区の変更について 
那覇広域都市計画特別用途地区の変更について（都市計画課） 

 

 都市計画法(昭和43年法律第100号)第 21条第2項の規定において準用する同法

第19条第1項の規定により、那覇広域都市計画の決定及び変更をしたので、同法第

21 条第 2項の規定において準用する同法第 20 条第 1項の規定により、次のとおり

告示し、同条第２項の規定により、当該都市計画の図書を公衆の縦覧に供する。 

 
                  那 覇 市 

                  上記代表者 那覇市長 翁 長 雄 志  

 

１ 都市計画の種類 

○ 那覇広域都市計画第一種市街地再開発事業 

○ 那覇広域都市計画道路 
○ 那覇広域都市計画用途地域 

○ 那覇広域都市計画防火地域 

○ 那覇広域都市計画高度利用地区 

○ 那覇広域都市計画特別用途地区 

 

２ 都市計画の名称及び都市計画を決定または変更する土地の区域 

○ 牧志・安里地区第一種市街地再開発事業 

決定する部分 那覇市安里２丁目、牧志２丁目、牧志３丁目 

○ ７・４・那１号 牧志安里線 

変更する部分 那覇市安里２丁目、牧志３丁目 

○ 牧志・安里地区（用途地域） 

変更する部分 那覇市安里２丁目、牧志２丁目、牧志３丁目 

○ 牧志・安里地区（防火地域） 

変更する部分 那覇市安里２丁目、牧志２丁目、牧志３丁目 

○ 牧志・安里地区（高度利用地区） 

変更する部分 那覇市安里２丁目、牧志２丁目、牧志３丁目 

○ 壺屋文教地区（特別用途地区）  

変更する部分 那覇市安里２丁目、牧志２丁目、牧志３丁目 
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３ 縦覧場所 

那覇市都市計画部都市計画課（那覇市銘苅2-3-1 銘苅庁舎５階） 

 

 

 

公    告 

 
那覇市公告第１８２号  

平成１８年２月２８日  

掲    示    済  

 

エコ･タウン真地建築協定の認可及び縦覧について（建築指導課） 

 

建築基準法第７６条の３第２項の規定により下記の建築協定を認可したので、同

条第４項の規定により準用する建築基準法第７３条第２項の規定により公告する。

また、同条第３項の規定によりその建築協定書を一般の縦覧に供する。 

 

那覇市長 翁 長 雄 志  

 

１ 認可番号 

      第２号 

２ 認可年月日 

      平成１８年２月２８日 

３ 建築協定の名称 

      エコ･タウン真地建築協定 

４ 建築協定区域の地名地番 

      那覇市真地３２４番２５ 他１１筆 

５ 縦覧場所 

      那覇市役所 都市計画部 建築指導課 

      那覇市銘刈２－３－１ 新都心銘刈庁舎５Ｆ 

 

 

 

議 会 訓 令 

 
那覇市議会訓令第1号  

平成１８年３月１日  

施 行 済  

 

 那覇市議会事務局職員名札はい用規程の一部を改正する訓令を次のように定め

る。 

那覇市議会議長 久 高 将 光  
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那覇市議会事務局職員名札はい用規程の一部を改正する訓令 

 

那覇市議会事務局職員名札はい用規程（1966年議会訓令第３号）の一部を次のよ

うに改正する。 

 

題名を次のように改める。 

  那覇市議会事務局職員名札の制式及び貸与に関する規程 

第１条を次のように改める。 

 （目的） 

第１条 この規程は、職員であることを表示するための名札の制式及び貸与に関し

必要な事項を定めるものとする。 

 第２条中「別に定めのあるもののほか」を削り、「第１号様式」の次に「及び第２

号様式」を加える。 

 第４条及び第５条を次のように改める。 

 （貸与） 

第４条 名札は、次に掲げるときに貸与する。 

(1) 職員となったとき。 

(2) ＩＣカード読取機が設置されていない庁舎から初めて勤務することとなった

とき。 

（届出） 

第５条 名札を損傷し、又は紛失したときは、名札損傷・紛失届（第３号様式）に

より議長に速やかに届け出なければならない。 

 第６条を削る。 

 第７条第２項を削り、同条を第６条とする。 

第１号様式及び第２号様式を次のように改める。 

第１号様式（第２条関係） 

 
寸法 横 65ミリメートル  縦 20ミリメートル 

地質 プラスチック 

色  地色 黒色  文字 白色  市紋章 黄色 
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第２号様式（第２条関係） 

 
寸法 横 85ミリメートル  縦 54ミリメートル 

地質 ＩＣカード 

色  地色 薄水色  文字 黒色  市紋章 紺色 

写真 上半身カラー（縁なし四角形）横 30ミリメートル 縦 38ミリメートル 

第２号様式の次に次の１様式を加える。 

第３号様式（第５条関係） 

名 札 損 傷 ・ 紛 失 届 

所属 

職名 職員番号 氏名 

理由  損傷   紛失 

その他（                     ） 

上記のとおり届け出ます。 

    年  月  日 

氏名       印 

  那覇市議会議長 様 

 

付 則 

この訓令は、平成18年３月１日から施行する。 
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上下水道局告示 

 
那覇市上下水道局告示第20号  

平 成 １ ８ 年 ２ 月 ２ ４ 日  

掲 示 済  

 

那覇市排水設備指定工事店の新規指定について 
 

那覇市下水道条例第１１条の規定に基づき、次のとおり新規指定及び異動があっ

たので告示する。 

 

那覇市上下水道事業管理者  

上下水道局長  高嶺 晃  

 

新 規 指 定 

 

指定（登録）番号 第 ３８７ 号 

 指定工事店名     株式会社 イチゴ 

 営業所所在地     浦添市西原５丁目１番９号 

 代表者名       國場 幸貞 

 有効期間       自 平成１８年２月１７日 

            至 平成２２年３月３１日 

 

 指定（登録）番号 第 ３８８ 号 

 指定工事店名     有限会社 兼城設備工業 

 営業所所在地     南風原町兼城１３６番地 

 代表者名       大城 光仁 

 有効期間       自 平成１８年２月１７日 

            至 平成２２年３月３１日 

 

 指定（登録）番号 第 ３８９ 号 

 指定工事店名     有限会社 新居開発 

 営業所所在地     那覇市楚辺２丁目３番１号 

 代表者名       大濱 善克 

 有効期間       自 平成１８年２月２１日 

            至 平成２２年３月３１日 
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       異  動 

 

 指定（登録）番号 第 ３１３ 号 

 指定工事店名     有限会社 津嘉山ステンレス工業 

 営業所所在地     沖縄市知花４丁目３７番１号 

 代表者名       宮平 正則 

 指定店の有効期限   自 平成１３年９月１０日 

            至 平成１８年３月３１日 

 異動年月日      平成１７年４月２２日 

 異動事由       住所の変更 

 

 

 

 

選挙管理委員会告示 

 
那覇市選挙管理委員会告示第７７号 

平 成 １ ８ 年 ３ 月 ２ 日 

掲 示 済 

 

直接請求に要する選挙権を有する者の数について 
 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第７４条第１項及び第７５条第１項並び

に市町村の合併の特例に関する法律（昭和４０年法律第６号）第４条第１項及び第

４条の２第１項に規定する選挙権を有する者の総数の５０分の１の数並びに地方自

治法第７６条第１項、第８０条第１項、第８１条第１項及び第８６条第１項並びに

地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）第８条第

１項に規定する選挙権を有する者の総数の３分の１の数並びに市町村の合併の特例

に関する法律第４条第１１項及び第４条の２第１５項に規定する選挙権を有する者

の総数の６分の１の数は、それぞれ次のとおりである。 

 

那覇市選挙管理委員会  

委員長 大 城 勝 夫  

 

１ 選挙権を有する者の総数の５０分の１の数  ４，８２７人 

２ 選挙権を有する者の総数の３分の１の数  ８０，４５０人 

３ 選挙権を有する者の総数の６分の１の数  ４０，２２５人 
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那覇市選挙管理委員会告示第７８号 

平 成 １ ８ 年 ３ 月 ２ 日 

掲 示 済 

 

選挙人名簿登録の抹消について 
 

 公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第２８条の規定に基づき、次のとおり 

選挙人名簿より登録を抹消した。 

 

那覇市選挙管理委員会  

委員長 大 城 勝 夫  

 

１ 登録抹消者  登録抹消者リスト（選挙管理委員会にて保管）のとおり 

２ 登録抹消条件 平成１７年１０月１日から同年１０月３１日までに転出した者 

         及び職権消除された者 

３ 登録抹消者数 ９２６名（ 男５０９名  女４１７名） 
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